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香川県後期高齢者医療広域連合監査委員告示第１号  

 

  地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監査を行ったので、その結果

に関する報告を、同条第９項の規定により、次のとおり公表します。  

 

令和６年３月２２日  

 

香川県後期高齢者医療広域連合    

監査委員  木田  一彦      

監査委員  宮本  隆       

 

令和５年度定期監査結果報告について  

 

１  監査の対象    令和５年４月１日から令和５年１２月３１日までに執行さ

れた財務に関する事務  

                                     

２  監査の期間   令和６年２月１４日から同月２８日まで  

                                           

３  監査の方法   監査は財務に関する事務の執行が法令等に基づき適正に行  

われているかについて関係書類の調査及び職員に対する質

問等の方法により実施した。  

 

４  監査の結果   監査の結果、事務処理はおおむね適正に行われているもの  

と認められた。   

 


